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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１１月１０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２２年８月２７日 １６時２０分ごろ 

発生場所 阪神港尼崎西宮芦屋区の尼崎西防波堤沖 

兵庫県尼崎市所在の尼崎西防波堤灯台から真方位２２９°１,１００ｍ付

近 

（概位 北緯３４°４０.７′ 東経１３５°２２.１′） 

事故調査の経過 平成２２年８月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から、意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー 瀬
せ

戸
と

丸、２９９トン 

 １２８９９１、岩本汽船株式会社 

 ５１.９０ｍ×８.６０ｍ×３.９０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、６６２ｋＷ、昭和６１年６月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ７２歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 登 録 日 平成１６年１２月２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１月１９日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１月１８日 

機関長 男性 ５９歳 

 四級海技士（機関）内燃 

  免 許 登 録 日 昭和５０年７月４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１９年９月２０日 

免状有効期間満了日 平成２４年９月１９日 

死傷者等 なし 

損傷 機関室、貨物油ポンプ室、居住区画（船橋含む）、主機、配電盤及び電路に

焼損、主機３番シリンダのクランク室蓋に破損 

事故の経過 

 

本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、牛脂約５００ｔを積載

し、阪神港尼崎西宮芦屋区の岸壁で主機の運転を行って直結駆動の貨物油

ポンプを運転して揚げ荷役作業中、主機の潤滑油こし器切換レバーが緩

み、潤滑油ポンプ出口こし器が閉塞状態となり、ポンプ出口の圧力が上昇

して潤滑油系統の１か所から潤滑油が約２００ℓ漏えい
．．

し、また、主機入口

の潤滑油圧力が著しく低下し、主機が過熱ぎみの状態となった。 

機関長は、主機を停止して潤滑油を補給したのち、予備の電動潤滑油ポ

ンプを運転しながら主機クランク室を点検したところ、潤滑油の量が著し

く少なく、潤滑油圧力が１.５kgf/㎠と低くなっていたことから、荷役は何
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とかして終えることができるかもしれないが、航行できる状態ではないと

判断し、船長にその旨を伝えた。 

船長は、荷役終了後に阪神港神戸区にある造船所で修理及び整備を行う

こととした。 

機関長は、荷役後に造船所で修理することを考慮し、主機を１～３番シ

リンダのクランク室の蓋のナット７個のうち２個のみを手で軽く締め付け

た状態で復旧したのち、主機を運転して荷役を再開した。 

本船は、荷役後、造船所にえい
．．

航されるタグボートと合流するため、荷

役岸壁を離れて極微速前進の速力で自航して造船所に向かい、タグボート

の接近を認めて尼崎西防波堤灯台から真方位２２９°１,１００ｍ付近で主

機を停止することとした。 

機関長は、平成２２年８月２７日１６時２０分ごろ、機関室で操縦レバ

ーを操作して主機を手動停止したところ、機関室内で爆発が生じ、主機の

右舷側から火炎が噴出しているのを認めた。 

本船は、直ちに右舷の錨を投じ、その場所にとどまって１１８番通報

し、１７時４０分ごろ、巡視艇に乗組員４人が救助された。 

発生した火災は、巡視艇６隻による放水を受け、巡視艇乗組員が機関室

の密閉消火の措置をとったものの鎮火には至らず、翌２８日、近くの桟橋

に着桟し、消防車からも放水を受け、鎮火した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視程 約１０km 

海象：波高 約０.２ｍで穏やか（港内） 

その他の事項 主機駆動の貨物油ポンプ２台のうち１台は、駆動軸が取り外されてお

り、このため、機関室と貨物油ポンプ室は、駆動軸の貫通穴を経由して互

いに密閉区画となっていなかった。 

本船は、船内ＤＣ２４Ｖ電源用の蓄電池が劣化していたので、主機の安

全装置及び機関室の警報盤に電源が供給されておらず、火災発生の前後に

警報が作動しなかった。 

本船は、居住区画（船橋を含む）及び機関室の損傷が著しく、全損とさ

れた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

本船は、阪神港尼崎西宮芦屋区を極微速前進の

速力で航行中、主機クランク室内で爆発が生じた

ことから、適切に閉じられていなかった３番クラ

ンク室の蓋が破損して火炎が機関室に噴出し、機

関室に漏えい
．．

していた潤滑油等の可燃物に延焼し

た可能性があると考えられる。 

本船は、主機が過熱し、潤滑油が気化して発生

した可燃性のガスが、主機クランク室内の高温部

又はブローバイした燃焼ガスによって着火して主

機クランク室内で爆発が発生した可能性があると

考えられる。 
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原因 本事故は、本船が、阪神港尼崎西宮芦屋区を極微速前進の速力で航行

中、主機クランク室内で発生した可燃性ガスが、クランク室内の高温部又

はブローバイした燃焼ガスによって着火して爆発したため、クランク室の

蓋が破損して火炎が機関室に噴出し、機関室に漏えい
．．

していた潤滑油等の

可燃物に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




